
説明資料 
（諮問第 507 号、諮問第 508 号関係） 

・ずわいがに北海道西部系群

資料４－４ 

（４－４－１～４－４－４） 

1



2



1

2

資料４－４－１ 

3



3

4

4



5

1.5

6

5



7

8

6



7



8



1

資料４－４－２ 

9



2

3

10



4

[
]

[ ]

11



12



「別紙２－20 ずわいがに北海道西部系群」における資源管理の目標の変更について 

１ 変更の趣旨 

（１）資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982号）の本則の第９の規定により、

「農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘

案して、資源管理基本方針についての検討を、当該資源管理基本方針に記載されている

それぞれの水産資源についておおむね５年ごとに行い、必要があると認めるときは、こ

れを変更する」こととされている。特定水産資源である、ずわいがに北海道西部系につ

いては、５年ごとの見直しのため、令和７年８月から同年 10 月にかけて、資源管理基

本方針の本則の第８の１に基づく「資源管理の方針に関する検討会」を複数回開催し、

最新の資源評価に基づく資源管理の目標の案及び資源水準の値に応じた漁獲圧力（資源

に対する漁獲の影響の大きさを表す係数をいう。）の決定方式（以下「漁獲シナリオ」

という。）の案について議論した。その結果、資源管理の目標は、研究機関から提案さ

れた値を基に時点修正及び修辞上の修正を行うこと等が取りまとめられた。 

（２）上記「資源管理の方針に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、ずわいがに北海道西

部系群の資源管理の目標や漁獲シナリオ等を定める資源管理基本方針の「別紙２－20」

に関連する規定について、所要の変更を行う。 

２ 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年７月～令和９年６月）ずわいがに北海道西部系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令和８年５月

水 産 庁 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和７年度に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、資

源管理基本方針別紙２－20 に定める漁獲シナリオの下、平成９年（1997 年）以降の

最大漁獲量を考慮した数量をＴＡＣとする。 

なお、平成９年（1997 年）以降の最大漁獲量は、平成９年（1997 年）の 43 トン。 

（２）資源管理の目標及び漁獲シナリオ

本資源の漁獲は、べにずわいがにの漁獲に付随するものであり、我が国の漁船によ

り得られる資源量指標値が、資源全体の動向を反映した指標値として取り扱うには十

分な精度を有しておらず、目標管理基準値及び限界管理基準値の提案が困難とされて

いることから、法第 12条第２項の規定に基づき、同条第１項と異なる目標を定め、漁

獲努力量が大きく抑制され今後も増大の懸念が少ないこと及び現状の資源状況も良好

な状態にあり大きな変化は見られないことを踏まえ、平成９年（1997 年）以降の資源

水準を維持するよう漁獲を管理する。 

（３）令和８管理年度（令和８年７月～令和９年６月）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標 

かにかご漁業（法第 57 条第１項の規定に基づき北海道知事の許可を受けて営むも

のをいう。）による標準化された単位漁獲努力量当たりの漁獲量（かご数当たり漁獲キ

ロ数をいう。）を、昭和 63年（1988年）漁期から令和６年（2024年）漁期の最低値で

ある 0.4を下回らないようにする。

特定水産資源 ＴＡＣ 

ずわいがに北海道西部系群 43トン 
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（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

２ 配分（案） 

（１）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（２）配分量は別紙のとおり。

R8年 

（案） 

R7年 

（2025 年） 

R6年 

（2024年） 

R5年 

(2023年) 

R4年 

(2022年) 

ＴＡＣ 43 43 43 43 43 

漁獲実績 - - ２ ５ ６ 
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（別紙）

都道府県名 数量（トン）

令和8管理年度ずわいがに北海道西部系群
漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案）

知事管理分

注記

特定水産資源

ずわいがに北海道西部系群

北海道 43

TAC（トン）

43
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